
 

 

令和８・９・１０年度高槻市入札参加資格承認申請書提出要領 

（測量･建設コンサルタント等） 

 令和８・９・１０年度に高槻市（水道部及び交通部を含む）が発注する測量・建設コンサル

タント等の入札に参加を希望する方は、下記要領により入札参加資格承認申請書を提出してく

ださい。 

 既に令和７年度までの入札参加資格を得ている方も、改めて申請書の提出が必要です。 

 

記 

 

１ 申請資格（次のすべての条件を満たす者） 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれにも該当しない者であること。 

(2) 建設コンサルタント業者については、建設コンサルタント登録規程による登録を受けて

いること。 

(3) 測量業者については、測量法による登録を受けていること。 

(4) その他所定の許可または登録、資格が必要なものについては、それを有していること。 

(5) 国税ほかを完納していること。（詳細は、提出書類一覧表参照） 

(6) 高槻市暴力団排除条例第２条に掲げる暴力団員又は暴力団密接関係者のいずれにも該当

しない者であること、及び高槻市契約からの暴力団排除に関する措置要綱の規定による

入札等除外措置の期間中でない者であること。 

 

２ 有効期間 令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間） 

 

３ 申請方法 郵送のみとします。持参による受付は行いません。 

・配達が確認できる「簡易書留」、「書留」または「レターパックプラス」の郵便

で送付してください。 

・郵送用封筒の表に「入札参加資格承認申請書（測量･建設コンサルタント等）」と

記入してください。 

  【郵送先】〒５６９－８５０１ 高槻市桃園町２番１号 

              高槻市 総務部 契約検査課 工事契約チーム 

 

４ 受付期間 令和８年１月１３日(火)～令和８年１月３０日(金・消印有効) 

 

５ 提出書類 ・「提出書類一覧表」に記載の書類 

・Ａ４ファイル綴じ（色は問いません）にして、表紙、背表紙に商号等を記入

してください。 

・証明書類は、入札参加資格承認申請書及び委任状を除き、鮮明なコピーをも

って代用することができます。 

・不足書類や記入内容に不備がある場合は、受付できませんので十分ご注意く

ださい。 

 



 

 

６ 業者番号 更新して申請される方は、入札参加資格承認申請書及び業者カードに既登録業

者番号を記入してください。既登録業者番号は、本市ホームページ掲載の「令

和7年度入札参加資格者名簿」をご参照ください。 

 

７ 申請業種 ・１業種選択し、その業種中の１業務まで（業種で「土木設計」を選択した場

合のみ、土木設計の中で希望順に２業務まで可） 

 ・希望する業務が法令上の登録を要する場合、登録証明書が必要です。 

 

８ 申請後の確認 ・資格審査の結果、入札参加資格が承認されても各業者に対して個別に通

知しませんので、申請完了の確認は、「令和８年度入札参加資格者名簿」

（本市ホームページで３月下旬に公表予定）にて行ってください。 

・新規登録業者の業者番号については、本申請における資格審査の後、新

たに番号を付与しますので、上記名簿にて併せて確認を行ってください。 

 

※高槻市の入札参加等における留意事項 

・申請後、申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。 

・市内業者(注１)は、毎年度指定する期間（毎年１～２月頃を予定）に市税の完納証

明書を提出いただきます。なお、提出のない場合は次年度の入札等に参加できま

せん。 

・新規登録業者は入札参加資格を得てから６か月間は、指名競争入札に参加できま

せん。また、入札参加資格を得てから１年間は、制限付一般競争入札に参加でき

ません。 

・郵便入札を実施する場合、業者の方には、指名又は参加予定業者の中から抽選で

入札立会人をお願いする為、入札日に本市が指定する場所へご足労をお願いして

います。 

・本申請において、虚偽の申請等が判明した場合、入札参加資格を取り消すことが

あります。 

 

＊ 注１ 「市内業者」とは、高槻市内に本店を置く者のことです。 

 

 

 

〒５６９－８５０１ 高槻市桃園町２番１号 

高槻市 総務部 契約検査課 工事契約チーム 

電話番号 ０７２－６７４－７５０２ 

アドレス https://www.city.takatsuki.osaka.jp/ 


